
秋田県環境保全センター条例の一部を改正する条例案について

環境整備課

１ 改正理由

秋田県環境保全センターの拡充に伴い、産業廃棄物の処理に要する費用の適正

な負担を確保するため、同センターの使用料の額を引き上げる必要がある。

２ 改正内容

秋田県環境保全センターの使用料の額を次のとおり引き上げることとする。

（別表関係）

（５０ｋｇにつき）

区 分 改正前 改正後

燃え殻及び無機性の汚泥 ６３０円 ７２０円

有機性の汚泥（含水率が８０％ ６３０円 ７１０円

以下のものに限る。）

有機性の汚泥（含水率が８０％ ９６０円 １，０９０円

を超えるものに限る。）

廃プラスチック類及びゴムくず １，８５０円 ２，１１０円

廃発泡スチロール ４，９１０円 ５，６００円

紙くず及び繊維くず １，３００円 １，４９０円

木くず １，５１０円 １，７２０円

金属くず、ガラスくず及び陶磁 ５４０円 ６２０円

器くず

コンクリートくず、鉱さい、が ５３０円 ６１０円

れき類及びダスト類

廃石膏ボード ９６０円 １，０９０円
こう

廃石綿等（特別管理産業廃棄物 ４６０円 ５２０円

に限る。）

３ 施行期日等

この条例は、令和２年１０月１日から施行することとする。

この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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